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〈１級障害の場合〉 

月額８１，９２５円（年額９８３，１００円。老齢基礎年金の満額の１．２５倍）＋ 子の加算額 

〈２級障害の場合〉 

月額６５，５４１円（年額７８６，５００円。老齢基礎年金の満額と同額）＋ 子の加算額        

子の加算額：第１子・第２子・・・月額 各１８，８５８円（年額２２６，３００円） 

第３子以降・・・・・月額 各６，２８３円（年額７５，４００円） 

障害基礎年金 

 

国民年金の被保険者期間中（※）、または被保険者の資格を失った後６０歳以上６５歳未満で日本国内に住ん

でいる間に初診日のある傷病によって、初診日から１年６ヵ月経った日あるいは１年６ヵ月経たない間に治った

日（ともに障害認定日という）に、一定程度の障害の状態（参考を参照）にあり、一定の保険料の納付要件を満

たしている場合に支給される。 

※ 被保険者になる以前の２０歳前に初診日がある場合には、２０歳に達したとき（障害認定日が２０歳以後の

ときは障害認定日）に、１級または２級の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給される（所得制限有り）。

１．支給要件 

２．年金額（平成２４年度） 

障 害 年 金 制 度 の 概 要 
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〈１級障害の場合〉 

（報酬比例の年金額×１．２５）＋配偶者加給年金額 

〈２級障害の場合〉 

（報酬比例の年金額）＋配偶者加給年金額 

〈３級障害の場合〉 

（報酬比例の年金額）（ただし、障害基礎年金の３／４の額を最低保障とする） 

  ※ 報酬比例の年金額は老齢厚生年金の計算による。 

ただし、被保険者期間が３００月未満である際は３００月とみなして計算する。 

障害厚生年金 

 

障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている者が、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によ

って、障害認定日（障害基礎年金と同じ）に、１級～３級の障害の状態にあり、一定の保険料の納付要件を満た

している場合に支給される。 

（１級または２級の障害の状態にある場合は、障害基礎年金と障害厚生年金が支給される。） 

１．支給要件 

２．年金額 
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の概要 

 

支給金額（平成２４年度）：１級 月額４９，５００円（２級の１．２５倍）、２級 月額３９,６００円  

※ 所得制限有り。  

受給者数（平成２２年度末）：１級 ２，１９８人、２級 ６，８１４人  

 

ア 昭和６１年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者 

イ 平成３年度前の国民年金任意加入対象であった学生 

  であって、任意加入していなかった者のうち、当該任意加入期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金１、

２級相当の障害に該当するものとして認定を受けた者  

 

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等を受給していない障害者（特

定障害者）に対する特別な福祉的措置を講じる観点から特別障害給付金を支給し、もって障害者の福祉の向上を

図る。 

１．趣旨・背景 

２．対象者（特定障害者） 

３．支給金額・受給者数 
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律案概要（平成２４年７月３１日提出） 

  

 

・ 一定の障害基礎年金の受給者に、障害年金生活者支援給付金を支給する。 

（支給額：月額５千円(１級の障害基礎年金受給者は、月額６．２５千円)）  

・ 年金生活者支援給付金の支払事務は日本年金機構に委任することとし、年金と同様に２ヶ月毎に支給する。 

・ 年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障・税一体改革により増加する消費税の収入

を活用して確保するものとし、税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成２７年１０月から施行する。 

 

衆議院修正により、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正す

る法律（平成２４年法律第６２号。以下「年金機能強化法」という。）から削除された低所得高齢者・障害者等

への年金額加算に替わり、年金機能強化法附則第２条の２に基づく法制上の措置として、新たな低所得高齢者・

障害者等への福祉的な給付措置（年金生活者支援給付金）を講ずる。 

１．法律案の制定趣旨 

２．法律案の概要（障害者関係部分）

※継続審議中 
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障害年金制度での最近の取組 

 

  

 

 

障害基礎年金を請求するに当たっては、障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることが

できる書類を添付することとしていたが、初診日の証明が添付できないことがあった。 

そこで、２０歳前の障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれない場合であっても、明らか

に２０歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、

初診日を明らかにする書類として取り扱うこととした。 

 

 

障害年金の受給者の障害の程度が増進した場合の額改定請求に１年の待期期間が設けられていることについ

て、明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合には、待期期間を要しないこととした（法律の公布（平

成２４年８月２２日）から２年以内に施行）。 

１．年金機能強化法における措置 

２．その他の運用の改善 
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（参考） 

 

・障害等級の例 

 障害基礎年金 障害厚生年金 

１級 

両手がない者、両足がない者、両眼の矯正視力の和

が０．０４以下の者、その他 
障害基礎年金と同じ 

２級 

片手がない者、片足がない者、両眼の矯正視力の和

が０．０５以上０．０８以下の者、その他 
障害基礎年金と同じ 

３級 － 両眼の矯正視力が０．１以下の者、その他 

 

（注） 障害等級の考え方 

 １級：日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障害 

 ２級：日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害 

 ３級：労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害 

 

-
6
-



・受給者数及び平均年金月額（平成２２年度末）  

 障害基礎年金 障害厚生年金 

受給者数 平均年金月額 受給者数 平均年金月額 

１級 ６９３，４４５人 ８２，９３２円 ５３，８３８人 １６１，６１０円

２級 ９３９，３４１人 ６７，２５３円 １５０，７０４人 １２２，４５１円

３級 － － １０６，０４３人 ５５，４９１円

※障害厚生年金の１級及び２級は、障害基礎年金の額を含む。 -
7
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特別児童扶養手当制度等の概要  

 

 

 

特別児童扶養手当 

 

障害児福祉手当 

 

特別障害者手当 

 

目  的 

 

 

 

 

 

 

精神又は身体に障害を有する児童に

ついて手当を支給することにより、こ

れらの児童の福祉の増進を図る。 

 

 

 

 

重度障害児に対して、その障害のため

必要となる精神的、物質的な特別の負

担の軽減の一助として手当を支給す

ることにより重度障害児の福祉の向

上を図る。 

 

 

特別障害者に対して所得保障の一環

として重度の障害のため必要となる

精神的、物質的な特別の負担の軽減の

一助として手当を支給することによ

り特別障害者の福祉の向上を図る。 

 

支給要件 

 

 

 

１．２０歳未満    

２．在宅のみ     

３．父母又は養育者が受給 

 

１．２０歳未満   

２．在宅のみ    

３．本人が受給   

 

１．２０歳以上    

２．在宅のみ     

３．本人が受給    

 

対象者 

 

 

 

 

１級：障害基礎年金の１級に相当す 

 る障害を有する児童 

２級：障害基礎年金の２級に相当す 

 る障害を有する児童 

 

障害基礎年金の１級に相当する障害

より一定程度重度の障害を有する児

童 

 

 

障害基礎年金の１級に相当する障害

が重複している状態と同程度の障害

を有する者           

 

 

給付月額 

（24年度）

 

 

１級：５０，４００円 

２級：３３，５７０円 

 

 

１４，２８０円 

          

 

 

２６，２６０円 
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特別児童扶養手当 

 

障害児福祉手当 

 

特別障害者手当 

 

所得制限 

 

（年収） 

 

 

１．本人（４人世帯） 

       ７，７０７千円 

２．扶養義務者（６人世帯） 

        ９，５４２千円 

 

１．本人（２人世帯） 

       ５，６５６千円 

２．扶養義務者（６人世帯） 

       ９，５４２千円 

 

                               

            同  左           

                      

                      

 

給付人員 

(23年度末) 

 

１級：１０１，１４０人 

２級：１０３，５３１人 

 

６４，０９４人 

 

 

１１５，４０７人 

 

 

２４年度 

予算額 

（国費） 

 

 

１，１２４億円 

 

 

 

８８億円 

 

 

 

２９１億円 

 

 

負 担 率 

 

 

国10／10 

 

 

国3/4、都道府県、市又は福祉事務所

設置町村1/4 

 

同  左 

 

 

認定事務 

 

 

 

都 道 府 県 

（申請窓口は市町村） 

 

 

都道府県、市又は福祉事務所設置町村

 

 

同  左 

 

 

  （注）所得制限限度額は、平成１４年８月からの額である。 

  （注）給付人員は、東日本大震災の影響により、特別児童扶養手当は福島県、それ以外の手当は宮城県、福島県を除いて 

集計した人数である。 
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（注１）受給者の人数については平成２２年度末のものである。　（注２）受給額については平成２４年度の月額である。

障害基礎年金２級 障害基礎年金１級

６５，５４１円 ８１，９２５円

９３．９万人 ６９．３万人

合計６４，６８０円

合計１０８，１８５円

特別障害者手当

２６，２６０円

１１．４万人

《障害者（２０歳以上）》

１０．１万人

１４，２８０円

障害児福祉手当

６．５万人

（参考）障害児・者の所得保障

特別児童扶養手当２級

３３，５７０円

９．７万人

特別児童扶養手当１級

５０，４００円

《障害児（２０歳未満）》
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障害者の所得保障に関する税制の概要 
 

税制 対象となる税目 制度の概要 

障害者控除 所得税、個人住民税

居住者、その控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合に、障害者一人につ

き所得金額から 27 万円（特別障害者：40 万円）を控除するもの 

※ 個人住民税の場合の控除額：26 万円（特別障害者：30 万円） 

同居特別障害者に係る

障害者控除の特例 
所得税、個人住民税

居住者の控除対象配偶者等が特別障害者に該当し、居住者と常に同居している場

合には、所得の控除額に 35 万円を加えるもの 

※ 個人住民税の場合の控除額への加算額：23 万円 

障害者の非課税限度額 住民税 前年の所得が 125 万円以下の障害者について、住民税を非課税とするもの 
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税制 対象となる税目 制度の概要 

心身障害者扶養共済制

度に関する税制 

所得税、相続税、 

贈与税、個人住民税

地方自治体等が行う心身障害者扶養共済制度に関し、掛金の所得控除（所得税・

個人住民税）及び給付金の非課税（所得税・相続税・贈与税）の措置を行うもの 

障害者等少額貯蓄非課

税制度 
所得税 元本 350 万円までの利子等について、所得税を非課税とするもの 

相続税の障害者控除 相続税 
障害者が相続により財産を取得した場合に、85 歳に達するまでの年数に６万円

（特別障害者：12 万円）を乗じた金額を相続税の課税対象から控除するもの 

特別障害者に対する贈

与税の非課税 
贈与税 

特別障害者を扶養するための信託に係る信託受益権について、6,000 万円までを

非課税とするもの 

 
※ 「障害者」とは、身体障害者手帳を有する者、児童相談所等の判定により知的障害者と判定された者、精神障害者保健福祉手帳を有する者又は精神上
の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者等である。 

※ 「特別障害者」とは、身体障害者手帳を有する者のうち１級又は２級である者、児童相談所等の判定により重度の知的障害者と判定された者、精神障
害者保健福祉手帳を有する者のうち１級である者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者等である。 

※ 「心身障害者扶養共済制度」とは、心身障害者（身体障害者手帳を有する者のうち１級～３級である者、知的障害者、これらの障害者と同程度の身体
障害又は精神障害を有する者）の保護者が生前に地方自治体に掛金を納入することにより、保護者の死後残された心身障害者に終身年金としての給付金
を支給するものである。 
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